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川口市市民投票条例 修正素案の構成 

 

条 名 見  出  し 区   分 

第 １ 条 趣旨  

第 ２ 条 市民投票に付することができる事項 重要項目① 

第 ３ 条 投票資格者 重要項目③ 

第 ４ 条 市民投票の請求等 重要項目② 

第 ５ 条 市民投票の形式 重要項目④ 

第 ６ 条 市民投票の執行  

第 ７ 条 投票資格者名簿の調製等  

第 ８ 条 市民投票の期日 重要項目④ 

第 ９ 条 投票所等  

第１０条 投票資格者名簿の登録及び投票  

第１１条 投票資格者でない者の投票  

第１２条 投票所においての投票  

第１３条 投票の方法 重要項目④ 

第１４条 無効投票 重要項目④ 

第１５条 情報の提供 重要項目⑤ 

第１６条 投票運動 重要項目⑤ 

第１７条 開票所等  

第１８条 市民投票の成立要件等 重要項目⑤ 

第１９条 投票結果の告示等  

第２０条 結果の尊重 重要項目⑤ 

第２１条 市民等請求及び市長発議の制限期間 重要項目② 

第２１条 投票及び開票  

第２２条 規則への委任  
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川口市市民投票条例 修正素案 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、川口市自治基本条例（平成２１年条例第６号。以下「自治基本条例」とい

う。）第３０条第３項の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（市民投票に付することができる事項） 

第２条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項（以下「重要事項」という。）

は、本市の自治（自治基本条例第２条第３号に規定する自治をいう。）の実現に重大な影響を与え

る事項であって、市民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に

掲げる事項を除く。 

 （１）市の権限に属さない事項 

 （２）法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項 

 （３）専ら特定の市民又は地域に関する事項 

 （４）市内部の事務処理に関するもの 

 （５）市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

（投票資格者） 

第３条 市民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第９条第２項に規定する川口市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。

ただし、公職選挙法第１１条第１項若しくは第２５２条、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９

４号）第２８条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行

う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年法律第１４７号）第１７条第１項から第３項までの

規定により選挙権を有しない者については、投票の資格を有しないものとする。 

（市民投票の請求等） 

第４条 投票資格者は、重要事項について、その総数の 6分の１以上の者の連署をもって、市民投票

を発議し、その代表者から、市長に対し市民投票の実施を請求することができる。この場合におい

て、署名に関する手続等は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第６項から第９項ま

で、第７４条の２第１項から第６項まで及び第７４条の３第１項から第３項までの規定の例による

ものとする。 

２ 市議会は、重要事項について、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得て議員提案され、か

つ、出席議員の過半数の賛成により、市民投票を発議し、市長に対し、市民投票の実施を請求する

ことができる。 

３ 市長は、重要事項について、自ら市民投票を発議し、市民投票を実施することができる。 

４ 市長は、第１項の規定による市民からの請求（以下「市民請求」という。）又は第２項の規定に

よる議会からの請求（以下「議会請求」という。）があったときは、その請求の内容が第２条の各

号の規定に該当する場合を除き、市民投票を実施しなければならない。 
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５ 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は第３項の規定により自ら市民投票を実施

（以下「市長発議」という。）するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、川口市選挙管理

委員会（以下「選挙管理委員会」という。）にその旨を通知しなければならない。 

（市民投票の形式） 

第５条 市民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。 

（市民投票の執行） 

第６条 市民投票は、市長が執行するものとする。 

２ 市長は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、その権限に属する市民投票の管理及び執行

に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。 

（投票資格者名簿の調製等） 

第７条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。 

２ 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第１９条から第３０条ま

でに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第２

７条第１項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。 

（市民投票の期日） 

第８条 市民投票の期日（以下「投票日」という。）は、第４条第５項の規定による通知のあった日

から起算して３０日を経過した日から９０日を超えない範囲内において、選挙管理委員会が定め、

公表するものとする。 

２ 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若

しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に

必要があると認めるときは、投票日を前項に規定する期間の範囲内で変更することができる。 

３ 選挙管理委員会は、第１項の規定により投票日を定めたとき、及び前項の規定によりこれを変更

したときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の７日前までに告示しなければなら

ない。 

（投票所等） 

第９条 投票所及び第１３条第４項に規定する期日前投票の投票所（以下「期日前投票所」とい

う。）は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

２ 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の５日前までに、期日前投票所にあっては前条第３

項の規定による告示の日（以下「告示日」という。）にその場所を告示しなければならない。 

（投票資格者名簿の登録及び投票） 

第１０条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、市民投票

と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第４２条第１項ただし書の

規定により投票した者（その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。）につ

いては、当該市民投票の投票をすることができる。 
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２ 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者である

ときは、投票をすることができない。 

（投票資格者でない者の投票） 

第１１条 投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができな

い。 

（投票所においての投票） 

第１２条 市民投票の投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票の当日、自ら投票

所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。 

（投票の方法） 

第１３条 市民投票は、１人１票の投票とし、秘密投票とする。 

２ 投票人は、投票用紙の二つの選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなけれ

ばならない。 

３ 前項及び次条第１項第６号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙

の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。 

４ 第２項及び次条の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、点字投票をすることができ

る。 

５ 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行

うことができる。 

（無効投票） 

第１４条 次に掲げる投票は、無効とする。 

 （１）所定の用紙を用いないもの 

 （２）○の記号以外の事項を記載したもの 

 （３）○の記号のほか、他事を記載したもの 

 （４）○の記号を投票用紙の二つの選択肢の欄に記載したもの 

 （５）○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの 

 （６）○の記号を自書しないもの 

 （７）白紙投票 

（情報の提供） 

第１５条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の２日前までに、市民請求若しくは議会請求又は市

長発議の内容の趣旨及び第８条第２項に規定する告示の内容その他市民投票の実施に関し必要な情

報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。 

２ 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民請求若しくは議会請求又は市長発議の内容を記

載した文書の写し及び市民請求若しくは議会請求又は市長発議の事項に係る計画案その他行政上の

資料を一般の縦覧に供しなければならない。ただし、川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９

号）第７条に規定する非公開情報に該当するものについては、この限りでない。 
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３ 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければ

ならない。 

（投票運動） 

第１６条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等投票資格者の意思が拘

束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならな

い。 

（開票所等） 

第１７条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

２ 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。 

（市民投票の成立要件等） 

第１８条 市民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者数の過半数

に達しないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わな

い。 

２ 市民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。 

（投票結果の告示等） 

第１９条 選挙管理委員会は、前条の規定により市民投票が成立しなかったとき又は市民投票が成立

し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告し

なければならない。 

２ 市長は、市民請求又は議会請求に係る市民投票について、前項の規定による報告があったときは、

その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者又は市の議会議長に通知しなければならない。 

（結果の尊重） 

第２０条 議会及び市長その他の執行機関は、市民投票の結果を尊重しなければならない。 

（投票及び開票） 

第２１条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、

開票立会人、期日前投票、不在者投票その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公

職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３

号）の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例による。 

（規則への委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、市民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 
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川口市市民投票条例における素案と修正素案の比較 
 

川口市市民投票条例（素案） 川口市市民投票条例（修正素案） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、川口市自治基本条例（平成２１年条例第６号。以下「自

治基本条例」という。）第３０条第３項の規定に基づき、市民投票の実施

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（市民投票に付することができる事項） 

第２条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項（以下

「重要事項」という。）は、本市の自治（自治基本条例第２条第３号に規

定する自治をいう。）の実現に重大な影響を与える事項であって、市民に

直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に

掲げる事項を除く。 

 （１）市の権限に属さない事項 

 （２）法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項 

 （３）専ら特定の市民又は地域に関する事項 

 （４）市の組織、人事又は財務に関する事項 

 （５）地方税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴

収に関する事項 

 （６）前各号に掲げるもののほか、市民投票に付することが適当でないと

明らかに認められる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民投票に付することができる事項） 

第２条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項（以下

「重要事項」という。）は、本市の自治（自治基本条例第２条第３号に規

定する自治をいう。）の実現に重大な影響を与える事項であって、市民に

直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に

掲げる事項を除く。 

 （１）市の権限に属さない事項 

 （２）法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項 

 （３）専ら特定の市民又は地域に関する事項 

 （４）市内部の事務処理に関するもの 

 （５）市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

 

 （削除） 

 

 

 

 

・第２条第１項第４号、第５号 
 市民参加条例との整合（事務局提案） 
・同第６号 
 恣意的な判断の余地を排除するため削除（第３回協議） 
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（投票資格者） 

第３条 市民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第９条第２項に規定する川口市

の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。ただし、公職選挙法第１

１条第１項若しくは第２５２条、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９

４号）第２８条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的

記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年法

律第１４７号）第１７条第１項から第３項までの規定により選挙権を有し

ない者については、投票の資格を有しないものとする。 

（市民投票の請求等） 

第４条 投票資格者は、重要事項について、その総数の6分の１以上の者の

連署をもって、市民投票を発議し、その代表者から、市長に対し市民投票

の実施を請求することができる。この場合において、署名に関する手続等

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第６項から第９項ま

で、第７４条の２第１項から第６項まで及び第７４条の３第１項から第３

項までの規定の例によるものとする。 

２ 市議会は、重要事項について、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成

を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市民投票を

発議し、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。 

３ 市長は、重要事項について、自ら市民投票を発議し、市民投票を実施す

ることができる。 

4 市長は、第１項の規定による市民からの請求（以下「市民請求」という。）

又は第２項の規定による議会からの請求（以下「議会請求」という。）が

あったときは、その請求の内容が第２条の各号の規定に該当する場合を除

き、市民投票を実施しなければならない。 
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5 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は第３項の規定に

より自ら市民投票を実施（以下「市長発議」という。）するときは、直ち

にその要旨を公表するとともに、川口市選挙管理委員会（以下「選挙管理

委員会」という。）にその旨を通知しなければならない。 

（市民投票の形式） 

第５条 市民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなけ

ればならない。 

（市民投票の執行） 

第６条 市民投票は、市長が執行するものとする。 

２ 市長は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、その権限に属する

市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するもの

とする。 

（投票資格者名簿の調製等） 

第７条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製す

るものとする。 

２ 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法

第１９条から第３０条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに

代えることができる。この場合において、同法第２７条第１項に規定する

表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
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（市民投票の期日） 

第８条 市民投票の期日（以下「投票日」という。）は、第４条第５項の規

定による通知のあった日から起算して３０日を経過した日から９０日を

超えない範囲内で、選挙管理委員会が定め、公表するものとする。ただし、

当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員

若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき

その他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変

更することができる。 

２ 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたとき又は変更した

ときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の７日前までに

告示しなければならない。 

（投票所等） 

第９条 投票所及び第１３条第４項に規定する期日前投票の投票所（以下

「期日前投票所」という。）は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

２ 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の５日前までに、期日前投

票所にあっては前条第２項の規定による告示の日（以下「告示日」という。）

にその場所を告示しなければならない。 

（投票資格者名簿の登録及び投票） 

第１０条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができ

ない。ただし、市民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われ

た場合において、同法第４２条第１項ただし書の規定により投票した者

（その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。）に

ついては、当該市民投票の投票をすることができる。 

２ 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録され

ることができない者であるときは、投票をすることができない。 

 

（市民投票の期日） 

第８条 市民投票の期日（以下「投票日」という。）は、第４条第５項の規

定による通知のあった日から起算して３０日を経過した日から９０日を

超えない範囲内において、選挙管理委員会が定め、公表するものとする。

２ 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選

挙、埼玉県の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長

の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認める

ときは、投票日を前項に規定する期間の範囲内で変更することができる。

３ 選挙管理委員会は、第１項の規定により投票日を定めたとき、及び前項

の規定によりこれを変更したときは、当該投票日その他規則で定める事項

を当該投票日の７日前までに告示しなければならない。 

（投票所等） 

第９条 投票所及び第１３条第４項に規定する期日前投票の投票所（以下

「期日前投票所」という。）は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

２ 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の５日前までに、期日前投

票所にあっては前条第３項の規定による告示の日（以下「告示日」という。）

にその場所を告示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第８条第１項 
 投票日を変更する場合の期間の範囲を明確に規定 
 上記に伴い、ただし書を第２項に、第２項を第３項に繰り
下げ（第６回協議） 

・第９条第２項 
 第８条の変更に伴い修正 
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（投票資格者でない者の投票） 

第１１条 投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、

投票をすることができない。 

（投票所においての投票） 

第１２条 市民投票の投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、

投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投

票をしなければならない。 

（投票の方法） 

第１３条 市民投票は、１人１票の投票とし、秘密投票とする。 

２ 投票人は、投票用紙の二つの選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら

○の記号を記載しなければならない。 

３ 前項          の規定にかかわらず、身体の故障その他の理

由により、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない

投票人は、代理投票をすることができる。 

 

 

４ 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前

投票又は不在者投票を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（投票の方法） 

第１３条 市民投票は、１人１票の投票とし、秘密投票とする。 

２ 投票人は、投票用紙の二つの選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら

○の記号を記載しなければならない。 

３ 前項及び次条第１項第６号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理

由により、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない

投票人は、代理投票をすることができる。 

４ 第２項及び次条の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、点

字投票をすることができる。 

５ 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前

投票又は不在者投票を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

・第１３条第３項 
 次条第６号にて自書しないものを無効とすることに伴い
修正 
・第１３条第４項 
 点字投票の明記（第６回協議） 
 上記に伴い、第 4項を第 5項に繰り下げ 
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（無効投票） 

第１４条 次に掲げる投票は、無効とする。 

 （１）所定の用紙を用いないもの 

 （２）○の記号以外の事項を記載したもの 

 （３）○の記号のほか、他事を記載したもの 

 （４）○の記号を投票用紙の二つの選択肢の欄に記載したもの 

 （５）○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難

いもの 

 

 （６）白紙投票 

（情報の提供） 

第１５条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の２日前までに、市民請求

若しくは議会請求又は市長発議の内容の趣旨及び第８条第２項に規定す

る告示の内容その他市民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当

な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。 

２ 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民請求若しくは議会請求

又は市長発議の内容を記載した文書の写し及び市民請求若しくは議会請

求又は市長発議の事項に係る計画案その他行政上の資料を一般の縦覧に

供しなければならない。ただし、川口市情報公開条例（平成１２年条例第

４９号）第７条に規定する非公開情報に該当するものについては、この限

りでない。 

３ 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意

し、公平に扱わなければならない。 

 

 

 

（無効投票） 

第１４条 次に掲げる投票は、無効とする。 

 （１）所定の用紙を用いないもの 

 （２）○の記号以外の事項を記載したもの 

 （３）○の記号のほか、他事を記載したもの 

 （４）○の記号を投票用紙の二つの選択肢の欄に記載したもの 

 （５）○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難

いもの 

 （６）○の記号を自書しないもの 

 （７）白紙投票 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・第１４条第１項第６号、第７号 
 スタンプなどによる記載が想定されることから、無効投票
に自書しないものを追加（第６回協議） 
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（投票運動） 

第１６条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫

等投票資格者の意思が拘束され、又は  不当に干渉され        

            るものであってはならない。 

（開票所等） 

第１７条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

２ 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければな

らない。 

（市民投票の成立要件等） 

第１８条 市民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該市民投票

の投票資格者数の過半数に達しないときは、成立しないものとする。この

場合においては、開票作業その他の作業は行わない。 

２ 市民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。 

（投票結果の告示等） 

第１９条 選挙管理委員会は、前条の規定により市民投票が成立しなかった

とき又は市民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告

示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、市民請求又は議会請求に係る市民投票について、前項の規定に

よる報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者又

は市の議会議長に通知しなければならない。 

（結果の尊重） 

第２０条 議会及び市長その他の執行機関は、市民投票の結果を尊重しなけ

ればならない。 

 

 

 

（投票運動） 

第１６条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫

等投票資格者の意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平

穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・第１６条 
 投票運動において戸別訪問等も認めることから、夜間の訪
問など市民の平穏な生活環境が侵害される運動の禁止を明記
（第７回協議） 



川口市市民投票条例策定委員会資料 9 総合政策課（H24/08/02） 

8 
 

 

（市民等請求及び市長発議の制限期間） 

第２１条 この条例による市民投票が実施された場合（第１8条第１項の規

定により市民投票が成立しなかった場合を除く。）には、その結果が告示

された日から２年が経過するまでの間は、同一の事項又は実質的に同一と

認められる事項について市民請求若しくは議会請求又は市長発議を行う

ことはできないものとする。 

（投票及び開票） 

第２２条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、

開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他市民投

票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）

の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例による。 

（規則への委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、市民投票の実施に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 

 
（削除） 
 
 
 
 
 
（投票及び開票） 

第２１条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、

開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他市民投

票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）

の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例による。 

（規則への委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、市民投票の実施に関し必要な事項

は、規則で定める。 
 

 
 
 

・第２１条 
 同一事項等の判断が困難であることから、請求、発議の制
限期間の削除（第５回協議） 

・第２１条、第２２条 
 第２１条削除により繰り上げ 


